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  １ 開会挨拶 
 
  ２ 審議事項 

（１） 19年度業務実績報告における改善について（報告） 
（２） 19年度業務実績評価書の対応について（報告） 

 
３ その他   

 
 
 
      
配布資料 
 １ 平成19年度業務実績報告・評価に対する改善計画 
２ 平成19年度業務実績評価への対応 
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資料１

平成１９年度業務実績報告・評価に対する改善計画

平成19年度業務実績報告書

Ⅲ

1

・専門職大学院である本学
にふさわしい就職支援体制
を整備するとともに、就職支
援室を設置する。 Ｂ

・専門職大学院にふさわしい、社会人を対象とした、就職支援機能を含む
キャリア開発室を設置した。
・情報アーキテクチャ専攻では学生の大部分が社会人であるため、当初想
定より就職支援に対するニーズは高くなく、組織的な支援体制を取るまで
に至らなかった。今後、学生のニーズに合わせた支援体制の強化に努め
ていく。

・就職支援室において、就職
に関する資料を充実させると
ともに、就職を希望する学生
に対し丁寧な支援活動を行
う。

Ｂ

・就職に関する資料を整備した。希望する学生に対し面談する体制を整え
た。
・情報アーキテクチャ専攻では学生の大部分が社会人であるため、当初想
定より就職支援に対するニーズは高くなく、組織的な支援体制を取るまで
に至らなかった。今後、学生のニーズに合わせた支援体制の強化に努め
ていく。

業務実績報告・評価に対する改善計画・改善状況

産業技術大学院大学に関する目標を達成するためにとるべき措置

1

・これまで取り組んできた主な事項は次のとおり。
　○キャリア開発支援委員会の設置
　○教員が保有する就職関連情報の収集とDB化
　○運営諮問会議での参加企業に対する協力依頼（7月7日）
　○学生を対象として、キャリア支援説明会を開催（第１回7月12日、第２回10月18日）
　○専用リーフレットの作成と企業訪問（9月～10月）
・今後とも学生サポートセンターと協力し、多様な経歴を持つ本学学生のニーズに合わせ
た支援を、順次実施していく。

教育に関する目標を達成するための措置

平成19年度年度計画

（今後の課題）
・キャリア開発室の支援実績向上に向けた取組みを進める。

（３）学生支援に関する取組み

○柔軟な学習時間の設定と学
習支援

○平成19年度業務実績評価結果（東京都地方独立行政法人評価委員会）

（評定説明）
　就職支援に関する取組のミスマッチについては、ニーズの再点検、就職支援室の活動の明確な定義など、体
制の再構築を行い、他大学との差別化を図れるような支援を行うことを望む。
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平成１９年度業務実績報告・評価に対する改善計画

平成19年度業務実績報告書

Ⅷ　その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

・東京都個人情報の保護に
関する条例等に基づき、適
切な個人情報の保護を行
う。

Ｂ

・首都大学東京におけるパソコン盗難事故を受け、公立大学法人首都大
学東京における個人情報の適正な管理に関する規程を制定し、法人にお
ける個人情報の保護に関する管理体制を整備するとともに、各部署にお
いて緊急の自主点検を実施するなど、再発防止に向けた取組みを行っ
た

○個人情報を数多く保有する各システムについては、原則として学内ネットワークから分離し、更に学
内と学外はファイヤーウォールにより分離している。
○業務用システム（事務情報システム等）や業務用ＰＣの利用については、ID・パスワードを設定して
いる。
○特に重要な個人情報、紙ベースの情報等は、金庫または施錠式のキャビネットに保管している。

(高専）
　「公立大学法人首都大学東京における個人情報の適正な管理に関する規程」等に基づき、高専として
統一的な個人情報保護管理体制の確立を図る。
まず、個人情報を机上に放置しない、個人情報を含む起案原議等は秘密文書として封筒にて回付す
る、個人情報記載の書類を破棄する際はシュレッダーにかけるなどの基本的な事項の周知の徹底を行
う。その後、学校全体として、個人情報保護安全管理基準、個人情報を含む文書・電子情報についての
取扱基準及び手順を定め、教職員への周知徹底を図る。
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（今後の課題）
・個人情報の管理、情報機器の保管・管理を徹底周知し、個人情報の保護に
努める。

２　情報公開等の推進に関する
　目標を達成するための措置

（２）個人情報の保護に関する
　取組み

○平成19年度業務実績評価結果（東京都地方独立行政法人評価委員会）

（評定説明）
　個人情報の保護については、パソコン盗難事故を受けるまで情報の適切な管理に関する規程が無かったこと
は不適切であったと言わざるを得ない。個人情報など情報管理の徹底が必要である。

（首都大）
・首都大学東京における個人情報保護については、「公立大学法人首都大学東京における個人情報の
適正な管理に関する規程」に基づくとともに、他大学の対応状況や情報セキュリティ対策等とも整合性を
図りつつ、適切な管理を徹底する必要がある。このため、年内に検討委員会を設置し、調査・検討・調整
のうえ、年度内に個人情報保護に関する基準等を整備する。

・以前より、各大学、高専においては、管理運営上の必要から、教職員、学生・卒業生、修了生、学外公
開講座（OU,OPI,オープンカレッジ等）申込者等の個人情報を取り扱っており、情報漏洩等の事故防止の
ため、下記のとおり対応してきた。

・平成19年度中に、「公立大学法人首都大学東京における個人情報の適正な管理に関する規程」を制
定し、法人における個人情報の保護に関する管理体制を整備した。20年度以降、規程、体制の運用を
図るため、各大学・高専において、以下のような取り組みを行っている。

平成19年度年度計画

(産技大）
　「公立大学法人首都大学東京における個人情報の適正な管理に関する規程」等に基づき、大学として
統一的な個人情報保護管理体制の確立を図る。
　具体的には、上記規程や個人情報安全管理基準に基づき、個人情報が含まれる文書、電磁的記録ご
とに保有形態を特定し、アクセスが可能な者及び管理方法（持出、複写の可否）を制限することを内容と
した取扱ガイドラインを検討策定し、教職員に周知・徹底する。

業務実績報告・評価に対する改善計画・改善状況
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